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大会長講演 なぜ今、災害とフォレンジック看護なのか

【第4回 学術集会 大会長講演要旨】

なぜ今、災害 とフォ レンジック看護 なのか

柳井 圭子 日本赤十字九州国際看護大学

は じめに

法と看護が交差する領域での看護実践、それがフォレンジック看護である。本大会も4回 目を

迎えた。これまで個々の会員が自身の専門分野 ・領域での看護 と法 との交わった点に立ち、実践

を広げ成果を示 したことが 日本でのフォレンジック看護の土台 となってきた。「日本におけるフ

ォ レンジック看護の歩みは、孤高の山々か ら雪解け水が湧き出て、細い流れがあちこちに生まれ、

水が合流 し川を作っている途上にあ」1)る 。そ して今大会、基礎看護学領域か らなにを語るべ

きかと思案 し、本テーマを設定 した。

筆者は災害看護学の専門家ではない。しか し阪神淡路、東 日本、そして九州でも、突然発生す

る災害により、多くの命を失った大きな健康問題に、フォレンジック看護はその理念や専門的知

識 と技術を活かすことができるのか、このことを参加者の皆様 と考えていきたい。その土台 とな

るフォレンジック看護の専門性について確認 し、実践の土台を見いだしたい と考えている。

災害看護 におけるフォレンジック看護実践については、災害看護を実践 しそのなかでフォレン

ジック看護の必要性を語っていただける先生方にご講演をお願い してお り、ここでは、日本にお

ける看護 と法の交差をどのように考え、実践に移すことができるのか。この点について述べてい

きたい。もちろん、紙幅(時 間)に よりすべての接点を取 り上げることはできないが、現時点で

検討すべき3点 に絞ることをご容赦いただきたい。

以下、筆者の実践成果の一部 と本大会のテーマである災害 とフォレンジック看護へのつなぎを

述べてい く。

1.フ ォ レンジ ック看護 実践の法 的根拠

フォ レンジ ック看護実践 として承認 され た役割 の1つ が、SANE(性 犯罪被苦者支援看護師)に

み られ る 「エ グザ ミナー」 としての実践である。SANEの 活 動が承認 され てい るアメ リカにおい

て、対象 か ら被 害を示 す証拠 とな りうる ものを見つけ保 存す る者 は、法の定めに よる2)。

例 えば、テ キサス州では、性 的暴行 お よびク ライ シスサー ビス法(Goverment　 Code　Chapter

420:Sexual　 Assault　 Prevention　 and　Crisis　 Services　 Act)に よ り、性 的暴行等犯罪 の証拠採

取 ・保存 をす る法執行機 関 と適切 な医療 関係者 は、医師、性 的暴行 エ グザ ミナー に並んでSANE

であ るとされ てい る(第31条 、第56条06)。 そ こでSANEは 法の位 置づ け とその活動 を定め ら

れ ることで、合 法的に証拠採 取 ・保存 がで きることが承認 されてい る。

日本 において もSANEの 活動 が承認 され るこ とで、迅速かつ被 害 を緩和 し、懸 念 され る二次的

被 害を防止す ることになろ う。しか し、日本 では、支援 とされ る範 囲は限定 され る。検討 課題が
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看護職の法的な業務範囲についてである。

アメ リカやSANEが 活躍する他国と比べても、SANEと しての活動を行 うことは、日本の看護職

の能力は決して劣るわけではなく、またSANEと 承認 され うるだけの研修や教育機関もある。フ

ィジカルアセスメン トは正当な看護行為である。また対象の身に着けているものの取 り扱いは、

対象の意思確認 をしなが ら看護者は、適切な管理を行 うことができる。問題 となるのが、外表診

査だけでなく行われる内診である。これが医行為にあたるとい うことである。

い うまでもなく看護師の業務は、保健師助産師看護師法に定められている。その1つ である診

療の補助(保 助看法第5条)は 、医師の指示の下で行 うこととされる(同 法第37条)。 もっとも、

診療の補助の範囲については、法文上定めはなく、医師の診療 と看護師のその補助業務を画する

基準については、とりわけ静脈内注射をめぐる議論にみ られるように、法令 ・通知による行政指

導や判例によって解 されてきた。

ところが、看護師の役割拡大 として議論の末、『特定行為』として法文上明記されることで、

高度な医療行為ではあるこれ ら行為は、診療の補助行為の範囲内であることが示 された。現在、

21区 分38行 為が定められてお り、褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去、

直接動脈穿刺による採血、硬膜外カテーテルによる鎮痛剤投与および投与量の調整、抗不安薬 ・

抗精神病薬の投与等(同 法37条 の2第2項 第1号 に規定する特定行為および同項第4号 に規定

する特定行為研修に関する省令(厚 生労働省令第33号))高 度な臨床判断 と的確な手技が求めら

れる医療行為 も医師の事前指示の下、看護師の判断 と技術によるケア として行 うことができるこ

ととなった。

このような特定行為の導入は、看護師の自律的判断 ・活動を認めその役割を拡大 させることを

目的 としている。その立法化に至る話論においては、看護師が実施 している行為をあげ、医師で

なければ実施できない医行為(絶 対的医行為)と の区分について詳細な検討がなされてきた。特

定行為 として看護業務が拡大されたことについての是非はさておき、特定行為 とされた医行為は、

診療の補助であることが明らかになった とい う点で、診療の補助業務の範囲を判断するにあたっ

て重要な指針 となる。

実際、助産師は、助産業務において内診を行 うことができる(同 法第3条)。 その目的は助産

であり、外傷のアセスメン トを行 うことではないが、助産師がSANEと して活動する能力 を十分

有していることはい うまでもないのである。

他国のSANEは 、専門家証人 として法廷で証言を行 うことが認められている。ただし、その場

合も証言 しうることは、アセスメン トである。傷の原因についてまで証言することは認められて

いない。犯罪行為の存否を決定するのは、裁判所であるとされ る。

日本では、内診は診察行為であ り、医師が診断を行 うことだとされ、看護職には認められてい

ないが、果た してそ うであろうか。特定行為で承認 された医療行為よりSANEが 行い うる医行為

との判断および技術はどうか。医学専門性、なにより安全性の確保とい う点で診療の補助 と認め

られない根拠はなにかを再考 してはどうか。そこに、医療 を受ける当事者である対象の声が反映

されることも重要である。他国では、そこから始まっている。
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2.個 人情報の取 り扱い

引き続き、被害者支援に関す る実践活動についてであり、2つ めとなるのが個入情報の取 り扱

いである。日本の現行法では、犯罪捜査を目的 とする証拠収集および証拠保全を行 うものは警察

官である(刑 事訴訟法第189条2項)。

性犯罪被害者が患者 として医療者にアクセスする場合、問診や診察で提供 した情報は、その後、

犯罪捜査において重要な証拠 となりうるものである。通常、対象は警察 と共に来院する。事実関

係を証明す る証拠採取を警察より求められ、医療者は協力す る。しか し、警察に届け出る前に医

療機関を受診す ることがある。その際、対象の情報は、対象に知らされ、知 り得た情報の管理は

被害者 自身が判断す ることになる。近時の刑法改正により、強制性交(旧:強 姦)は 非親告罪 と

なったことで、本人の告訴がなくとも起訴ができることとなった。もっとも医療者として知 り得

た情報については、守秘義務があるので警察への捜査協力であっても慎重に対応 しなければなら

ない。なによりも本人の同意が得 られることが大切である。このことを対象者が判断できるよう

対象者に負担や苦痛を与えることなく説明 ・説得す る必要がある。あわせて本人が同意をしない

場合はどうなるのか、看護者はこの対応についても判断できなければならない。

医療者として知 り得る情報の管理はどうか。問診などの医療情報に関して医師には、診療録の

作成、5年 間の保存義務がある(医 師法第24条1項)。 助産師には、医師 と同様助産録の記録作

成保存義務がある(同 法第42条 ・第42条2項)。 他の看護者には身分法上定めはないが、医療法

に基づ く病院諸記録の一部 として、2年 間の保存義務がある(医 療法第21条)。

診療の過程で得 られた患者情報の管理は、個人情報保護法制および守秘義務により、原則、守

秘だが、正当な事由があれば適切な者に情報開示を行 うことが認め られるとされる。本人の同意

がなくとも法令の定めがある場合、例えば、虐待防止法には、者護職は早期発見者 として医師と

並び明記 されてお り、通報は守秘より情報提供が優越することが認 められている。ただし、その

情報提供先は適切でなければならないことは留意 しておかなければならない(マ スコミ等報道機

関への提供等)。 その際、判断を誤 り情報提供を行ったことで、守秘義務違反 を問われることを

懸念し、発見が遅れてしまうことのないよ う、フォレンジック看護の知見によるアセスメン ト能

力が必要になる。

3.法 廷での証書

個人情報の取 り扱いとい う観点か ら、法廷での証言についてである。

日本でも、求めがあれば法廷での証言を行 うことは、国民としての義務である。しかし、医師

と並んで、助産師(民 事訴訟法第197条1項2号 、刑事訴訟法第105条)、 看護師(刑 事訴訟法

第105条)は 、守秘を理由に証言や証拠の押収を拒むことが認められている。守秘は信頼の義務

である。その信頼を基盤に、さらに患者の擁護を行えるよう患者から、そして社会から信頼を得

ていく必要がある。被者者 となった患者が苦痛や苦悩を伴いながら提供 して くれる情報を、被害

者の利益 となるよう活か していく。そこにフォレンジック看護の役割がある。

フォレンジック看護師の役割の1つ が、専門家証人である。SANEは 、性暴力被害者の鑑定能
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力があるとされ、専門家 として法廷で証言することが認められている。日本においても更にその

専門性が承認 され、法廷での証言である惰報の取 り扱いを適切に行 う必要がある。

4.死 亡の確認

3つ めは、別の観点からである。フォレンジック看護は、生存者だけでなく死者も対象 とする。

死者の死亡原因をアセスメン トすることは、公衆衛生に寄与することはもちろんのこと、遺族

ケアにとっても重要である。現在、死者自身への看護ケアは 「エンジェルケア」を中心としてい

るが、見直 されるときがきた。平成29年 、看護師が看取 りケアとして、医師の死亡診断を補助

するガイ ドラインが発せ られた3)。遠隔地にいる医師が死亡確認 をできるよう、また異状 ・異常

でないことを確認できるよう、対象のそばでケアを行 う看護師が、医師にICTを 使用 してご遺体

に関する情報提供を行わなければならない。実施する看護師は、法医学研修が義務付けられてい

る。

これは、フォレンジック看護教育の必要性への理解 となる大きな一歩 といえるであろ う。これ

を機に、看護教育において、法医学 ・法科学が組み込まれていくことを期待する。

目を転 じると、イギリスでは、看護師が死亡推認を行っている。死亡診断は医師が行 うとして

も、死亡確認 は看護師に認められた正当な行為 とされている。その確認において、当該患者の死

が想定されるものではない場合、あるいは不自然な死に至ったと懸念を感 じた場合、看取った看

護師がコロナーに報告することができるとい う、死因に関するアセスメン ト能力が認められてい

る。イギリス看護助産審議会(Nurse and Midwife Council)に よると、これは看護師が得た(勝

ち取った)大 きな権限であるとする4)。看護基礎教育では、1年 次より、「社会 と安全」とい う

タイ トルで、司法制度を学ぶ ことが必須 となっている(別稿、執筆中)。イギ リスのフォレンジッ

ク看護学会は10年 目とのこと5)。だが、死後のケアを行 うにあたって必要となる基礎的知識は、

看護基礎教育に加えられているのである。

日本においても、助産師は、出生証明書 とともに死産証書または死胎検案書を交付でき(同 法

第39条2項 、第40条)、 また妊娠4ヶ 月以上の死産児の検案において異常を認めた場合は、警

察に届け出なければならないとされている(同 法第41条)。 そして今回、看護師は、医師の死亡

診断の補助 として死のアセスメン トが始まる。死亡確認 という法令上の定義はなく、また看護師

が行 うことに対す る懸念があろ う。

看護師の業務拡大の1つ となるこの死亡診断補助行為が、日本でどのようになっていくのかは、

特定行為議論同様、実践を通 じて、また社会の声を受けながら、進んでい くことであろ う。その

ためにもフォレンジック看護教育の必要性 を訴えていきたい。

5.災 害、 日本でのフォ レンジック看護実践検討に向けて

最後に、本学会のテーマである 「災害 とフォレンジック看護実践」についてである。

上述、日本においてもフォ レンジック看護が承認され、今後看護学 として発展 していく。現在、

日本においてどのように発展を見出してい くかを検討する段階になっている。SANE、そ して死者
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のケアと大きな流れはできつつある。

そこで、今後検討すべきことの1つ が、災害であると考える。未曾有の危機 をもた らす災害、

そ して被害や犠牲か ら生 じる健康問題、これら災害看護において、フォレンジック看護 としては、

災害による二次被害の防止 と二次被害がもた らす健康被害への対応、そ してご遺体へのケアがあ

る。このことを、皆 と一緒に検討 したい。今大会では、そのためのプログラムを策定 している。

加えてご遺体のケアは、遺族のその後の健康回復に大きな影響をもたらすことになる。またフ

ォレンジック看護 として死亡原因 ・要因のアセスメン ト、そ して分析があるかと思われる。

近時、法医学の観点から、津波による死者の死因について溺死と確定 してしまわず、死因究明

を行 うことで、凍死、打撲等も検討すべきではないかと問題提起 されている。このような知見は、

次なる災害対策への大きな 「ちから」 となる。

以上、九州の地で大会を迎え、日本でのフォレンジック看護実践をすすめるべ くとりあえずの

基盤を固めるよ う努めていきたい。筆者だけでなく、大会に関わった会員また協力者の皆様個々

のさまざまな 「ちから」をいただき、筆者の願 う川が整備 され、さらに大きくしていただいた。

この流れが留まることなく、穏やかな流れ とな り、多くの人が集 う場になるよう力を尽 くしてい

きたいと思いながら、筆を置 くこととする。
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